
苦情・相談 
の申し立て 

＊市民…居住者、通勤者、通学者 
＊事業者等… 
　事業を行う個人、法人・その他団体 

適切な体制の整備 
（回答） 
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○
こ
の
条
例
の
制
定
に
よ
り
、「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
」
の
た
め
の
責
任
と

義
務
が
う
ま
れ
、
今
後
、
男
女
共
同
参
画
の
理
念
を
中
心
に
す
え
た
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
（
左
ペ
ー
ジ
に
概
要
を
記
載
）
に
合
志
市
は
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。 
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詳
し
い
内
容
は
、
後
日
、
全
世
帯

に
配
布
し
ま
す
。 

　市では、男女共同参画社

会の実現に向けて、これま

で講演会や啓発資料配布な

どに取り組んできました。

しかし、多様化する生活環境

労働形態、進行する少子高

齢化、国際化、情報化など

急激に変化する社会の中で

まださまざまな課題が残さ

れており、なお一層の努力

が必要な状況にあります。 

　男女共同参画社会は、男

女の特性を尊重しあいながら

市民が一体となって支えあい

思いやりのある「まちづく

り」に取り組むことで実現

されます。 

　そこで、一人ひとりが幸

せに生きる権利を大切にして

お互いが輝いて生きる、心

豊かで活力ある合志市を築

くために、この条例を制定

しました。 

　
市
は
、
平
成
18
年
度
か
ら
、
合
志
市

男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会
委
員
（
20

人
）と
と
も
に
、「
合
志
市
男
女
共
同
参

画
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
の
素
案
づ
く
り

を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
募
り
、
そ
の
意
見
等
を
検
討
し

先
の
９
月
議
会
で
可
決
さ
れ
即
日
公
布

し
ま
し
た
。
約
1
カ
月
間
の
周
知
期
間

後
11
月
1
日
に
施
行
し
ま
す
。 

　
今
後
は
、
こ
の
条
例
を
も
と
に
、
市

民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し

男
女
共
同
参
画
の
意
識
を
ま
ち
づ
く
り

に
活
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

「
合
志
市
男
女
共
同
参
画
ま
ち
づ
く
り
条
例
」 

　
を
制
定
し
ま
し
た
！ 

「合志市男女共同参画まちづくり条例」 
制定の理由… 

「合志市男女共同参画まちづくり条例」の概要 

男女共同参画社会の実現 

男女共同参画施策の推進 

基 本 理 念  
①男女の人権の尊重 

②社会における制度又は慣行についての配慮 

③政策等の立案及び決定への共同参画 

④家庭生活及び他の活動の両立 

⑤生涯を通じた健康への配慮 

⑥国際的協調 

責務・連携 

市 

○男女共同参画施策の
策定および実施 
○各種団体等との連携 
○男女共同参画社会の
形成の推進 

市　民 

○男女共同参画社会
の形成に努力 

○男女共同参画施策
への協力 

○公衆に表示する情報に関する留意 
……性別による固定的な役割分担、女性に対する暴

力を助長、または連想させる表現を行わない。 
○市民および事業者等の理解を深めるための措置 
……広報活動の充実、啓発活動等の適切な措置。 

○市民および事業者等の活動に対する支援 
……情報の提供、その他の必要な措置。 

○職業生活と家庭生活等との両立の促進 
……子育ておよび介護に関するサービスの充実、職

場における環境づくりの促進。 
○積極的改善措置 
……審議会等の男女の構成を偏りのないよう配慮。

また、職員の登用は性別にかかわらず、その能
力に応じ均等な機会を確保。 

事業者等 

○参画機会の確保 
○環境整備に努力 
○男女共同参画施策
への協力 

懇話会の設置（20人以内） 
＊学識経験者、団体推薦、公募、市長推薦 

○男女共同参画施策の樹立と推進 
○調査研究 
○男女共同参画施策に関する苦情相談処理 

答申 諮問 取
り
組
む
内
容 

市・市民・事業者等が連携して、
これらの施策に取り組みます。 

この理念に基づいて、
男女共同参画社会の形
成のためのさまざまな
施策に取り組みます。 

○
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止 

○
性
別
に
よ
る
差
別
的
な
取
扱

い
の
禁
止 

禁止規定 

今後は、条例に基づき、さまざまな手法で男女共同参画に係わる講演
会などを実施していきます 
写真は、今年1月に実施した男女共同参画イベント 

etc…… 
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